
◆目標１ 誰もが安心して快適に暮らせる都市づくり 

◆目標２ さまざまな交流と地域の活力があふれる元気な都市づくり 

◆目標３ 緑・水の環境を保全し地域資源を生かした都市づくり 

◆目標４ 協働によるまちづくり 

  

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

都市づくりの目標 

「都市計画マスタープラン」は、市民の意見を反映しながら、市の都市計画（まちづくり）に関する

基本的な方針を示すことを目的としています。 

具体的には、合併後のまちづくりの現状や匝瑳市総合計画などを踏まえ、おおむね 10～20 年後の「目

指すべき都市の将来像」を明確に定めるとともに、土地利用や都市施設など（道路、公園、公共施設等）

の整備方針を示すことで、今後のまちづくりの道筋となるものです。 

将来都市像 海・みどり・ひとがはぐくむ 活力あるまち 匝瑳市 

まちづくりの実現に向けて 

都市づくりの目標 

「都市計画マスタープラン」とは 

匝瑳市 都市整備課 
〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ 793 番地 2  TEL 0479-73-0091 

※都市計画マスタープランの詳細は、匝瑳市ホームページをご覧ください。（http://www.city.sosa.lg.jp/） 

を策定しました 

匝瑳市都市計画マスタープラン 

まちの活力や賑わいを生み出し、

多くの人や物が集まり交流・連携を

進める中心地区を都市づくりの「拠

点」として位置づけます。 

現在の市街地形成や将来の計画

的な土地利用の規制・誘導を踏ま

え、それぞれの地域の特性や「拠点」

「軸」との配置に適応した土地利用

形成を「ゾーン」として位置づけま

す。 

「拠点」 

「軸」 

「ゾーン」 

周辺都市や市内の拠点間を結び

つけるとともに、産業活動や住民生

活を支え、本市の骨格を示す道路・

鉄道を「軸」として位置づけます。

将来都市構造 

都市計画マスタープランの目標や方

針に基づき、各種制度や事業を活用し

て、まちづくりの進捗状況を確認・評

価し、必要に応じて見直し・改善を行

い、計画の適切な進行管理を行ってい

く必要があります。  

また、市民や企業の主体的な参加の

もとに適切な時期に都市計画マスター

プランの見直しを行い、内容の充実を

図っていきます。 

  

・情報の提供 

・まちづくり活動への支援 

Plan 

 
Do 

 Act 
都市計画 

マスタープラン

 Check 

確認・評価 

見直し・改善 

計画 

実施 

・主体的な参加と協力 

・民間ノウハウの活用 

適切な進行管理と都市計画マスタープランの見直し 

効果的・効率的なまちづくりの推進 

都市計画マスタープランは、都市計画（まちづくり）に関する目標や基本的な方針を示すものです。 

今後、これに沿って分野別の計画策定や事業の実施を進めるとともに、都市計画の決定や変更への取り組み

を行います。 

これからのまちづくりは、社

会経済情勢の変化や地域住民の

ニーズに柔軟に対応しながら、

市民・企業・行政が適切な役割

と責任を果たしながらも、互い

に協力し、力を合わせてまちづ

くりを進めていく、協働による

まちづくりが重要です。 

 

協働によるまちづくりの推進  

協 働 

連携 連携 

連携 

◇専門的な知識や技術を生かした 

  まちづくりへの取組み 

◇企業活動を通じたまちづくりへの参加 

◇地域環境負荷軽減への取組み   

など 

企業 の役割 

◇全体的なまちづくりへの提案 

◇地域のまちづくりへの参加 

◇地域活動、ボランティア活動への

参加                    など 

市民 の役割 

◇まちづくりに関する情報の提供 

◇まちづくり活動の支援と活用 

◇行政内の横断的な支援体制の強化 

◇県や国等の関係機関への要望、調整 

など 

行政 の役割 
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市民提案の推進 

民間活力の導入 

将来都市像の実現 
・分野別計画策定 
・都市計画制度・事業 
の見直し 

効果的・効率的な 
まちづくりの推進 

◇道路･交通に関する計画 

◇環境に関する計画 

◇景観に関する計画 など 

◇都市計画制度・事業の見直し 

◇土地の利用 

◇道路・交通の整備 

◇公園の整備・管理 など 
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「自然・歴史・文化」資源と調和した、 

交流のあるまち 

    

○優良な歴史・文化資源などの 

地域資源を生かした交流のあるまちづくり 
・歴史・文化施設の保存とグリーン・ツーリズムに

よる交流の推進 
・ふれあいパーク八日市場は、都市農村の観光交流

拠点として地域活力の向上 など 

中部地域 南部地域 
多彩な機能を生かした交流により、 

伝統が息づき、賑わいと活力のあるまち 

海と植木を生かし、豊かな自然環境と共生した

交流とやすらぎのあるまち 

地域別構想 －全体構想の基本方針を踏まえ、地域別の「目標」と「まちづくりの方針」を示します－ 

景 観 

地域の資源や個性を生かした美しいふるさとづくり 

○地域の特性を生かしたまち並み景観の形成 

○匝瑳市の原風景や良好な自然景観の維持・継承 

○協働による景観形成 

都市環境 

自然環境 

交 通 

土地利用 

○交通体系を生かした活力あるまちづくり
・駅周辺のバリアフリー化、歩行者・自転車空

間の充実、駐車・駐輪施設の整備により、公
共交通機関の機能向上や人にやさしい交通
環境づくり 

・銚子連絡道路の延伸による（仮称）八日市場
ＩＣの整備を生かし、高速交通体系の強化に
よる市外交流の活性化 

・都市計画道路の着実な整備と長期間未整備な
路線の見直し  など 

分野別の 
基本方針 

活力ある都市活動と誰もが快適で暮らしやすい生活を支える交通体系の構築 

○広域交通網の機能強化 

○拠点間及び地域間の連携強化 

○人や環境にやさしい交通環境づくり 

自然と共生し安心・安全で快適に暮らせる環境づくり 

○地域特性を生かした快適な都市環境･生活環境の創出 

○環境負荷が少なく安心・安全に暮らせるまちづくり 

○良好な自然環境・資源の保全と活用 

全体構想 －市域全体の目指すべき将来都市像の実現に向けて、分野別の基本方針を示します― 

北部地域 

○身近な生活環境の維持・
改善による暮らし続けら
れるまちづくり 

・周辺の自然環境と調和し、
安全で快適に暮らすことの
できる居住環境の形成 

・避難施設の防災性の向上、
海岸浸食対策など災害に強
いまちづくり 

・良好な居住環境の整備や優
良な自然環境の保全などの
ため、地域南側区域の都市
計画区域への編入を検討 
など 

○身近な生活環境の維持・改善によるやすらぎのあるまちづくり 
・周辺の自然環境と調和し、安全で快適に暮らすことのできる居住環境の形成 
・急傾斜地対策、避難施設の防災性の向上と災害に強いまちづくり 
・良好な居住環境の整備や優良な自然環境の保全などのため、地域北側区域の都市計画区域への編

入を検討  など 

○田園及び自然・景観資源の保全と 

活用によるふれあいのあるまちづくり 
・優良な田園の保全・整備と農業の発展や地

域活力の向上 
・谷津田や里山の豊かな自然資源や景観の保

全・活用 
・借当川沿いの親水空間の創出 
・観光資源を快適で安全に巡る歩行者・自転

車ネットワークの形成  など 

○多様なニーズに対応した快適な居住環境の創出 
・適正な都市基盤の改善・整備、土地の高度利用を促進し、多様な居住ニーズに対応した

居住環境の形成 
・歩道や交通安全施設の整備を図り、安全で快適な居住環境の形成 
・既存の集落環境の保全・整備、周辺の自然環境と共生した居住環境づくり  など 

○都市機能の集積による賑わいと 

交流があふれるまちづくり 
・JR 八日市場駅から市役所周辺地区は、都市機能の充

実と賑わいと交流があふれる都市交流拠点の形成 
・JR 飯倉駅周辺地区は、日常生活サービスとしての都

市機能の充実と拠点性の向上 
・八日市場駅南口広場の周辺地域における民間活力を

生かした商業施設や住宅開発等による人が集い賑わ
いのあるまちづくり 

・（仮称）八日市場ＩＣ周辺は、新たな産業系土地利用
としての活用      

・医療・福祉機能の充実と循環バス等による交通ネッ
トワークの充実  など 

○優良な産業資源を生かした活力と交流のあるまちづくり 
・みどり平工業団地は、産業拠点としての工業機能のさらなる企

業誘致と操業環境の維持向上 
・野栄総合支所周辺は、都市交流拠点として、地域交流の活性化

と農業生産活動の発展や地域活力の向上 
・地域特性に応じた沿道景観づくりの推進  など 

○自然・景観資源の保全と活用による交流とやすらぎのあるまちづくり 
・田園の保全・整備とともに植木産業の振興、地産地消や消費者と生産者の交流を促進し、農

業の発展や地域活力の向上 
・九十九里浜や海辺の緑豊かな自然資源は、景観の保全と活用に努め、観光・交流拠点として

の充実とともに沿岸の住宅地や集落地と調和したやすらぎのある空間の創出 
・地域特有の造形庭園や生垣について、地域住民と協働による優良な沿道景観の維持・創出 
・サイクリングロードの整備を推進し、観光拠点の充実と周辺自治体との連携   など 

地域の特性に応じた適正な土地利用の誘導と自然環境との調和 

○地域特性に応じた拠点の育成･整備 

○社会経済情勢の変化に応じた土地利用への対応 

○田園、里山、海浜等の優良な自然環境の保全と活用 


